
 独立行政法人福祉医療機構の「医療

貸付事業」。同事業の中の診療所（無

床）の新築融資の可否及び増改築の利

率は市町村単位の診療所の「過不足

数」の判定によって決まる。その基準とな

る本年度の「診療所数調」が機構によっ

てまとめられ、７月１日から来年６月30日

まで適用と

なっている。 

 長野県分

について右

の表1に一覧

掲載した。

診療所数の

補正前数は

本年３月31

日現在で、

人口は毎月人口異動調査に基づく本年

４月１日推計人口が使われている。 

 表1で「基準数」となっているＡ及

びＣは各市町村人口に一般診療所が

1/1200、歯科診療所が1/2400をそれぞ

れ乗じて得た数(1未満の端数切り上

げ)。「補正後」のＢ及びＤは補正前

数から児童・社会福祉施設内の診療所

やコンタクトレンズ販売店内の検眼専

門の診療所などを引いた数。Ｂ－Ａ及

びＤ－Ｃで「過－不足数」が出される。 

診療所の不足地域 

 表1で「過－不足数」がマイナスの

ところ(グレー)が診療所不足地域とさ

れ、表2にある診療所の新築融資が可

能で、既存施設の増改築融資の場合は

利率の低い甲種の対象となる。 

診療所の充足地域 

 一方、表1で「過－不足数」が０ま

たは正数の地域は診療所充足地域とし

て、新築融資の対象から外れ、融資が

可能な既存施設の増改築でも甲種より

利率の高い乙種のみとなる。ただし、

医科では「診療科による例外」として

右下に別枠で記載したように、小児

科、外科、整形外科、産婦人科(産

科、婦人科)、眼科、耳鼻いんこう科

又は皮膚ひ尿器科を主たる診療科とし

た場合、所定の計算式で該当科が少な

ければ、新築融資の対象となる。歯科

ではこうした例外はない。  

新築及び増改築(甲 

種）で融資可の地域 

 新築及び増改築(甲種)の融資が可能な不足地

域を医科歯科別に見ていく。  

 一般診療所については、77市町村のうち66市

町村(86％)が診療所不足地域で、その内訳、市

部で19市中、松本市を１除く18市が不足地域

(95％)。郡部も58町村のうち50町村(86％)が不足

地域と変化なかった。 

 歯科診療所については、77市町村のうち昨年

度より3減の46市町村(64％)が診療所不足地域に

該当している。市では19市のうち駒ヶ根・大

町・飯山・茅野・千曲・東御の６市(26.3％)が

不足地域で変化なしだっが、郡部では58町村の

うち不足地域は40町村(74％)と3減となった。充

足に転じたのは飯島町、豊丘村、木島

平村。 

現在の融資利率 

 診療所の現在の融資利率は表2の通

り。固定金利の中にある機械購入資金

及び長期運転資金は表1の「診療所数

調」と関係なく全地域で受けられる。

なお病院の方は医療法に関係した別途

の基準、別途利率がある。 

 各金融機関が機構の受託機関になっ

 
 

 

●固定金利の貸付利率
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表1 

 

ているが、知らない担当者もいる。

詳しくは、機構の医療貸付制度を新

規開業希望者等に紹介・活用をすす

めてきている県保険医協同組合(電

話026-223-0345)へ。 

 なお表1の人口で、人口減の市町

村が多い中で、前年より微増も含め

増えたのは、軽井沢、御代田の２

町、南箕輪、山形の２村だった。 

長 野 県
過－不  過－不

補正後 足数 補正後  足数
Ａ Ｂ （Ｂ－Ａ） Ｃ Ｄ （Ｄ－Ｃ）

長野市 378,135 316 293 251 -65 158 211 208 50
松本市 241,859 202 238 211 9 101 142 142 41
上田市 157,651 132 109 91 -41 66 78 77 11
岡谷市 51,359 43 34 30 -13 22 28 28 6
飯田市 103,244 87 90 78 -9 44 61 59 15
諏訪市 50,276 42 46 37 -5 21 28 28 7
須坂市 51,353 43 45 39 -4 22 24 24 2
小諸市 43,245 37 30 25 -12 19 20 20 1
伊那市 69,569 58 59 52 -6 29 40 39 10
駒ヶ根市 32,881 28 33 27 -1 14 13 13 -1
中野市 44,743 38 27 22 -16 19 21 21 2
大町市 28,775 24 29 22 -2 12 11 11 -1
飯山市 22,423 19 15 12 -7 10 7 7 -3
茅野市 55,775 47 40 37 -10 24 22 22 -2
塩尻市 67,272 57 39 32 -25 29 32 32 3
千曲市 61,300 52 38 31 -21 26 21 21 -5
佐久市 99,673 84 75 53 -31 42 54 52 10
東御市 30,280 26 16 13 -13 13 10 10 -3
安曇野市 96,294 81 89 75 -6 41 45 45 4
佐久穂町 11,629 10 5 3 -7 5 4 4 -1
小海町 4,983 5 3 2 -3 3 3 3 0
川上村 3,962 4 2 2 -2 2 1 1 -1
南牧村 3,129 3 4 3 0 2 1 1 -1
南相木村 1,059 1 1 1 0 1 0 0 -1
北相木村 833 1 1 1 0 1 0 0 -1
軽井沢町 19,420 17 16 14 -3 9 13 13 4
御代田町 14,923 13 6 3 -10 7 6 6 -1
立科町 7,479 7 4 2 -5 4 3 3 -1
長和町 6,471 6 4 3 -3 3 2 2 -1
青木村 4,461 4 2 1 -3 2 1 1 -1
下諏訪町 21,029 18 14 10 -8 9 14 14 5
富士見町 15,003 13 9 4 -9 7 5 5 -2
原村 7,440 7 5 3 -4 4 3 3 -1
辰野町 20,105 17 13 10 -7 9 12 12 3
箕輪町 25,775 22 14 10 -12 11 8 8 -3
飯島町 9,542 8 6 5 -3 4 4 4 0
南箕輪村 14,834 13 8 5 -8 7 3 3 -4
中川村 5,005 5 2 2 -3 3 1 1 -2
宮田村 8,926 8 3 2 -6 4 4 4 0
松川町 13,438 12 8 7 -5 6 5 5 -1
高森町 13,116 11 7 6 -5 6 5 5 -1
阿南町 5,176 5 5 3 -2 3 1 1 -2
阿智村 6,849 6 10 8 2 3 1 1 -2
平谷柑 529 1 1 1 0 1 0 0 -1
根羽村 1,029 1 1 1 0 1 0 0 -1
下條村 4,046 4 3 2 -2 2 1 1 -1
売木村 638 1 1 1 0 1 1 1 0
天龍村 1,503 2 2 1 -1 1 1 1 0
泰阜村 1,826 2 2 1 -1 1 1 1 0
喬木村 6,522 6 3 2 -4 3 2 2 -1
豊丘村 6,725 6 2 2 -4 3 3 3 0
大鹿村 1,096 1 3 1 0 1 0 0 -1
上松町 4,970 5 4 2 -3 3 1 1 -2
南木曽町 4,564 4 2 1 -3 2 2 2 0
木曽町 12,210 11 11 7 -4 6 8 8 2
木祖村 3,024 3 2 1 -2 2 1 1 -1
王滝村 886 1 1 1 0 1 0 0 -1
大桑村 4,001 4 2 2 -2 2 1 1 -1
麻績村 2,873 3 2 1 -2 2 1 1 -1
生坂村 1,886 2 1 1 -1 1 1 1 0
山形村 8,411 8 5 4 -4 4 3 3 -1
朝日村 4,603 4 2 2 -2 2 2 2 0
筑北村 4,851 5 3 3 -2 3 1 1 -2
池田町 10,174 9 7 5 -4 5 3 3 -2
松川村 10,002 9 6 6 -3 5 5 5 0
白馬村 8,992 8 9 8 0 4 4 4 0
小谷村 3,049 3 2 2 -1 2 1 1 -1
坂城町 15,172 13 9 6 -7 7 5 5 -2
小布施町 10,916 10 7 6 -4 5 4 4 -1
高山村 7,375 7 5 4 -3 4 1 1 -3
山ノ内町 13,016 11 9 8 -3 6 4 4 -2
木島平村 4,728 4 3 2 -2 2 2 2 0
野沢温泉村 3,647 4 4 2 -2 2 1 1 -1
信濃町 8,837 8 3 1 -7 4 3 3 -1
飯綱町 11,406 10 4 3 -7 5 3 3 -2
小川村 2,927 3 2 1 -2 2 1 1 -1
栄村 2,084 2 3 1 -1 1 1 1 0
合　計 2,119,212 1,807 1,623 1,340 -467 923 1,036 1,027 104

一 般 診 療 所 歯 科 診 療 所

市町村名 人口
基準数

現在数
基準数

現在数

補正前 補正前

 注）機構の「診療所数調 平成24年度」から本県分を掲載.郡名の行を略した. 

 

表2 医療貸付金利率の「診療所」 
 償還期間が10年を超える融資制度において、最
終期限まで契約時の金利を適用する方法と、契約
時から10年ごとに金利を見直す方法のいずれかを
契約の際に選択できる。 
（注意点）①10年経過後金利設定見直しを選択の
場合は、金利水準によっては、見直し後の利率が
見直し前より高くなることがある。 ②固定金利制
度と10年経過後金利設定見直し制度のいずれかを
選択の場合でも弁済補償金による繰上償還制度の
対象となる。  

 

○診療所充足地域での診療科による例外 

5 開設地の属する地域の実情により、その新設が特に
必要と認められる無床診療所の新設事業の対象とする事

業は、次の各号のいずれかに該当する無床診療所の新設

事業とする。 

（1）小児科、外科、整形外科、産婦人科（産科、婦人
科）、眼科、耳鼻いんこう科又は皮膚ひ尿器科のいずれ

かを主たる診療科目とする無床診療所の新設事業であっ

て、開設地の属する市区町村（政令市にあっては保健所

所管区域。以下同じ。）内においてその診療科目と同一

の診療科目を標ぼうする診療所数が次の基準に満たない

場合 

 (基準） 

開設地の属する市区町村の基準診療所数に診療科目に応

じて、次の数値を乗じて得た数（算出した数値に１未満

の端数がある場合には、その端数を四捨五入する。） 

     小児科       100分の45 
     外科        100分の25 
     整形外科      100分の5 
     産婦人科      100分の17 
     眼科        100分の8 
     耳鼻いんこう科    100分の8 
     皮膚ひ尿器科     100分の12 
－独立行政法人福祉医療機構貸付準則 別表1より－ 
 
 

   

 

 

医療貸付の25年度パンフ 

 個別指導の担当者として地方厚生局

から委嘱のあった関東信越厚生局長野

事務所の25年度の保険指導医の氏名は

次の通り（敬称略）。 

 保険指導医：井之川孝一、野中隆

久、菅生元康（以上医科）、竹内忠

彦、堀豊政、町田良男、横林敏夫（以

上歯科）、いずれも再任。 

 ほかに保険指導薬剤師（４名）、保

険指導看護師（３名）の委嘱があり、

こちらも再任だった。 

 長野県保険医協会では「個別指導を

受けたがその時の指導担当者が誰か分

からなかった」などの声が一部にあっ

たこともあり、昨年度、過去にさかの

ぼり開示請求、18年度以降の委嘱の

推移を表にまとめていた（本紙12年8

月25日378号2面参照）。本年度分を

今回、開示請求していた。氏名はそ

の資料から。 

  No.３８９                                                                            長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）         2013年（平成25年）7月25日 （５）    


